
概要：建設キャリアアップシステムに登録した技能者IDを

簡略型から詳細型へ変更する方法

① 建設キャリアアップシステムのホームページを開きます

建設キャリアアップシステムホームページ　：　https://www.ccus.jp/

② ログインボタンをクリックします

③ ログイン画面にて技能者IDとパスワードを入力しログインします

※ ログイン後はキャリアアップカード送付先住所や登録メールアドレスを

ご確認ください

※ 「簡略型」から「詳細型」への変更申請中は別の変更申請はできません
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④ 申請情報の検索を行います

⑤ 技能者申請情報一覧を確認します

表示された画面右側のステータス欄を確認します

ステータスの全てに「申請済み」「再申請待ち」「審査中」が無いことを

確認してください

※上記ステータスがある場合は何かしらの申請をしている最中であると

　思われますので、一度ご確認ください

⑥ 左メニューの「350_変更」をクリックし「30_簡略型から詳細型への移行」を

クリックします
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310_閲覧をクリックし

60_申請情報の検索をクリックします



⑦ 「30_簡略型から詳細型への移行」をクリックした際に下図のウインドウ枠が

表示された場合は既に詳細型で登録されているので「はい」をクリックします

この場合はこれより下の作業は不要になります

⑧ 現時点で簡略型登録の場合は下のウインドウ枠が表示されます

技能者IDを簡略型で登録した時は2,500円の登録手数料を

支払ったかと思いますが、詳細型で登録した場合の登録手数料は4,900円です

今回はその差額分の1技能者あたり2,400円を運営主体に支払う必要があります

今回は詳細型に変更しますので、上記をご一読の上、

「はい」をクリックします

簡略型から詳細型への変更方法＠３ページ

石川県七尾市の行政書士多賀事務所　「　https://taga-gyousei.com/　」



⑨ 画面が切り替わり支払い内容確認画面が表示されます

請求内容が「技能者登録料　詳細移行」

請求金額が「2,400円」となっていることを確認します

確認後、「決済」ボタンをクリックします

⑩ 新たにウインドウ枠が表示されますのでご確認ください

内容を確認後、「決済画面へ」をクリックします
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⑪ 決済申込画面の請求金額と赤枠内の決済ステーション利用者同意事項を確認します

⑫ 請求金額、決済ステーション利用者同意事項を確認後、

「同意して次へ」をクリックします
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⑬ 支払い方法の選択画面が表示されます

支払い方法はクレジットカード払いか払込票の2択です

クレジットを選択した場合はクレジット情報入力画面に移行します

払込票を選択した場合は払込票が技能者IDに登録した

キャリアアップカード送付先住所に届きますので

届いた払込票で払い込みを行います

※今回は払込票を選択する説明になりますので、払込票の◯をクリックします
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⑭ 払込票の左側の◯が青色に変わったのを確認し、

「次に進む」をクリックします

⑮ お支払方法、お客様情報、ご注文内容を確認します
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⑯ 再度お支払い情報、お客様情報、ご注文内容を確認します

問題がなければ画面下の「次に進む」をクリックします

クリック後はお支払方法の変更はできませんのでご注意ください

⑰ 決済終了画面が表示されますので「OK」をクリックします

⑱ トップ画面に移行後、通知欄に通知が来ているので確認します
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これをクリックすると下画面が表示されます

確認後は「閉じる」をクリックします



⑲ 「310_閲覧」の「60_申請情報の検索」でステータスを確認すると

申請内容が「移行」、ステータスが「移行料支払待ち」となります

⑳ 払込票が届くのを待ちます。届き次第移行手数料をお支払いください

㉑ 登録手数料支払いいただいた数日後、ステータスが「技能者情報反映済」となります

㉒ 上記ステータスで「詳細型」に移行完了となります

詳細型に変更が完了しましたら、資格登録等が可能になります

この際に「350_変更」をクリックしても変更できない場合は

2，3日置いてから資格登録等を行ってください
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